
市長定例記者会見

 令和７年２月１２日（水）
新見市役所 第１委員会室

      新　見　市　

新　見　市



２３，４５０千円

８，０５０千円

１４，４００千円

農業畜産振興課

子育て支援課

商工観光課

福祉課

高齢者支援課

健康医療課

４８，０００千円

４，３５０千円

１０，７５２千円

８，２００千円

水稲肥料農薬高騰対策
緊急支援事業

水稲農家等に対し、肥料農薬費の上昇額の一部を支援
（２千円／１０ａ）

園芸肥料農薬高騰対策
緊急支援事業

農協の各生産部会に所属する生産者に対し、肥料農薬費の上昇額
の一部を支援（品目ごとに５百円～１２千円／１０ａ）

畜産飼料高騰対策
緊急支援事業

畜産農家等に対し、配合飼料の価格上昇分の一部を支援
（牛の種類により、４千円～１０千円／頭）

介護サービス事業所
物価高騰対策緊急支援事業

介護サービス事業所に対し、支援金（基本額及び定員数に応じた
加算額）を交付

医療機関
物価高騰対策緊急支援事業

医療機関に対し、支援金（基本額及び病床数・診療日数に応じた
加算額）を交付

物価高騰対策緊急支援
にーみんポイント付与事業

新見市オリジナルＩＣＯＣＡ保有者に対し、にーみんポイント
（２千ポイント）を付与

障がい福祉サービス事業所等
物価高騰対策緊急支援事業

障がい福祉サービス事業所及び福祉有償運送事業所に対し、支援
金（基本額及び定員数に応じた加算額）を交付

  物価高騰の影響を受けている市民や市内事業所等への緊急支援を行うため、国から交付される「物価高騰対応重点支援
地方創生臨時交付金」を活用し、各種支援事業を実施する。

子育て世帯物価高騰対策
緊急支援事業

１８歳以下の子ども１人につき１０千円を児童手当受給者に給付

1 　物価高騰対策緊急支援事業

発 表 資 料

令 和 7 年 2 月 12 日

財 政 課

☎ 72-6160 （ 1232 ）

○ 趣　　　旨

○ 概　　　要

事業名 事業内容 担当課予算額

３２，１００千円

【支給開始時期】 令和７年２月下旬から順次支給予定

※早急に市民や市内事業所等への支援を行うため、関係予算については令和７年３月市議会定例会の開会日議決を予定
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2 　妊娠・出産応援パッケージ事業

発 表 資 料

令 和 7 年 2 月 12 日

健 康 医 療 課

☎ 72-6129 （ 6611 ）

○ 趣　　　旨

　国際貢献大学校メディカルクリニックにおける分娩取り扱いが、令和６年度で取りやめとなることに伴い、安心して妊
娠及び出産ができる環境づくりを推進するため、妊婦に対して妊娠後期以降の健診にかかる交通費などの支援の支給及び
出産時における宿泊費の助成を行い、経済的負担を軽減する。

○ 概　　　要

 　
　①妊娠・出産応援給付金支給事業
  【対象者】　次のいずれかに該当する人で、申請時点で市内に住所を有する人
　　　　　　　・令和７年４月１日以降に妊娠の届出をした妊婦
　　　 　　 　・令和６年度に妊娠届を提出し、令和７年４月１日以降に出産した人
　【給付額】　交通費として妊婦１人あたり一律　５０千円
　【事業費】  ８，５５０千円

　②妊婦宿泊助成金支給事業
　【対象者】　次の全てに該当する人
　　　　　　　・令和７年４月１日以降に出産した人で、出産時及び申請時に市内に住所を有する人
　　　　　　　・住所地から分娩取扱施設まで概ね６０分以上の移動時間を要する人
　【対象経費】出産のために分娩取扱施設の近くで待機する場合のホテル、旅館その他の宿泊費（食事代は除く）
　【助成額】　１泊につき１０千円又は宿泊費実費のいずれか低い額から自己負担２千円を控除した額（上限８千円）
　　　　　　　※出産までの前泊分として１４泊を限度とし、令和７年４月１日以降の宿泊に限る
　【事業費】　２，２５０千円
　【財　源】　①②とも　過疎対策事業債

　③にいみママ・サポート１１９事業（既存）
　　出産の兆候や急な体調の変化による緊急搬送の必要がある場合、事前登録しておくことで出産の際に妊婦を救急
　　車で産科医療機関に搬送する。（令和６年１０月開始）
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3 　こども家庭センターの設置

発 表 資 料

令 和 7 年 2 月 12 日

子 育 て 支 援 課

☎ 72-6115 （ 1136 ）

○ 趣　　　旨

　児童福祉法の改正に伴い、現行の「子育て世代包括支援センター」と「子ども家庭総合支援拠点」を一体化した「新
見市こども家庭センター」を新たに設置する。母子保健と児童福祉の機能を一体的に運営することができ、妊産婦や乳
幼児の健康管理から児童虐待の予防や対応まで幅広い支援を切れ目なく提供できる。

○ 概　　　要

【設置場所】　
　　　〇福祉部子育て支援課及び健康医療課内
　　　　・子育て支援課（主に子育て・家庭内の問題など児童福祉に関する相談に児童家庭相談員等が対応する）
　　　　・健康医療課(主に妊娠・出産・乳幼児の子育てなど母子保健に関する相談に保健師・栄養士が対応する）

【目　的】
　　　〇全ての妊産婦、子ども、子育て世帯への切れ目のない相談・支援体制を充実、強化し、安心して妊娠や出産
　　　　子育てができる環境を整える。
　　　〇支援が必要な妊産婦や子育て世帯等を早期に把握し、必要な支援につなげる。

【主な業務内容】
　　　①妊産婦ケアや乳幼児健診、育児に関する悩みなど、子どもや子育て世帯の様々な相談窓口として、幅広く個
　　　　々の家庭に寄り添った、切れ目のない支援を行う。
　　　②子育てに困難を抱える家庭を早期に発見し、具体的な支援を行うためのサポートプラン（支援計画）を作成
　　　　する。
　　　③サポートプランに基づき、面接や訪問等による相談対応や各種制度の利用勧奨など、母子保健と児童福祉の
　　　　両面から支援を提供する。

【設置時期】　令和７年４月１日予定
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3 　こども家庭センターの設置（つづき）

発 表 資 料

令 和 7 年 2 月 12 日

子 育 て 支 援 課

☎ 72-6115 （ 1136 ）

【こども家庭センターの要件】

　１　母子保健機能及び児童福祉機能の一体的な運営を行うこと
　２　母子保健機能及び児童福祉機能における双方の業務について、組織全体のマネジメントを行う責任者である、センター長を
　　１か所あたり１名配置すること
　３　母子機能及び児童福祉機能における双方の業務について十分な知識を有し、俯瞰して判断することのできる統括支援員をセ
　　ンター１か所あたり１名配置すること
　４　児童福祉法第１０条の２第２項及び母子保健法第２２条に規定する業務を行うこと
　５　当該施設の名称はセンター又はこれに類する自治体独自の統一的名称を称すること

○令和６年度の体制 ○令和７年度の体制
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○ 趣　　　旨

○ 概　　　要

 　
　　
【事業内容】　市内小中学生を対象に、山佐ビル（高尾地内）の４・５階を利用し、３大検定（英検、
　　　　　　　漢検、数検）に向けて新見公立大学生が指導を行い、無料で受講できる学習の場として、 
              寺子屋にいみ（公営塾）を開設する。また、高校生・大学生は自習スペースとしての利
              用も可能とし、過去問題集や書籍なども充実させ、希望する児童・生徒には貸与を行う。

【対　　象】　市内の小学４年生から中学３年生
　　　　　　　※自習スペースの利用は小学生から大学生まで

【事 業 費】　２４，７００千円

【財　　源】　２０２４かしのき基金繰入金
　　

　

　　
　

　新見公立大学生のアルバイト先の確保、市内小中学生の学力向上を目的に新たな学習の場となる「寺子屋にいみ」
を開設する。

4 　寺子屋にいみ運営事業（２０２４かしのき基金充当事業）

発 表 資 料

令 和 7 年 2 月 12 日

総 合 政 策 課

☎ 72-6143 （ 1235 ）
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5
　障害者福祉基金の創設
　（障害者就労継続支援事業所支援事業補助金）

発 表 資 料

令 和 7 年 2 月 12 日

福 祉 課

☎ 72-6126 （ 1190 ）

○ 趣　　　旨

　市内に居住する身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者が、地域社会において自立し、安心して生活ができるよ
う、障害者福祉施策の充実を図るため、「新見市障害者福祉基金」を創設する。また、この基金を財源として、市内障
害者就労継続支援事業所に対して支援事業を実施する。

○ 概　　　要

【基金積立予定額】
　　令和７年１２月末　２，９８８千円（※市長の給与カット相当額）
    　・Ｒ６年度：  　　　７４７千円（２４９千円／月×３月）　Ｒ７.１月～３月
　　　・Ｒ７年度：　　２，２４１千円（２４９千円／月×９月）　Ｒ７.４月～１２月

【支援事業】・新見市障害者就労継続支援事業所支援事業補助金　
　　　　　　　市内障害者就労継続支援事業所に対し、活動の省力化や環境改善に資するための
　　　　　　　備品購入費等の助成を行う。
　
【補助率】　２／３（上限５００千円）

【事業費】　２，０００千円

【財　源】　新見市障害者福祉基金　
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○ 趣　　　旨

　聴覚障害による身体障害者手帳の交付の対象とならない中等度難聴の高齢者が、補聴器を購入する場合に費用の一部
を助成する。

○ 概　　　要

  
【対象者】次の要件を全て満たしている人
　　（１）市内に住所を有する人
　　（２）６５歳以上の人
　　（３）次のア、イいずれかに該当する聴覚障害による身体障害者手帳を持っていない人
　　　　　（身体障害者手帳の交付の対象とならない中等度難聴の人）
　　　　　ア　両耳の聴力が４０dB以上７０dB未満
　　　　　イ　片方の聴力が７０dB以上９０dB未満で、もう片方の聴力が４０dB以上５０dB未満
　  （４）市税等の滞納がない人
　　（５）過去に同制度の助成を受けていない人

【助成額】　　　３０千円／人（上限）
　　　　　　　　　※助成は一人１回限り
　　　　　　　　　※耳鼻科を受診後、専門業者（認定補聴器専門店、認定補聴器技能者）
　　　　　　　　　　から購入したものに限る
　　　　　　　　　※修理代、文書料、診察料（受診料）は助成対象外

【事業開始日】　令和７年４月１日
　　　　　　　　　※申請手続をスムーズに行うため、本庁舎及び各支局窓口に軟骨伝導イヤホンを設置　

【事業費】　　　１，０６４千円（助成金分：９００千円、軟骨伝導イヤホン分：１６４千円）

【財　源】　　　一般財源

6 　難聴高齢者補聴器購入費助成事業

発 表 資 料

令 和 7 年 2 月 12 日

高 齢 者 支 援 課

☎ 72-6125 （ 1188 ）
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○ 趣　　　旨

　がん治療に伴う外見（アピアランス）の変化による心理的負担を軽減するため、がん患者及びがん経験者に対し
ウィッグ等の購入費の一部を助成し、就労や社会参加の促進と、療養生活の質の向上を図る。

○ 概　　　要

【対象者】　がんと診断され、治療を受けた人又は現在治療を受けている人

【対象品】　〇ウィッグ
　　　　　　〇補整具等
　　　　　　　※令和７年４月１日以降に購入したもの

【助成額・助成回数】
　　　　　　〇助成額・・・購入費の１／２（上限３０千円）
　　　　　　〇助成回数・・１人につき、ウィッグ、補整具等それぞれ１回限り

【事業費】　３００千円 

【財　源】　岡山県アピアランスケア助成事業補助金

7 　アピアランスケア（がん患者ウィッグ等購入費）助成事業

発 表 資 料

令 和 7 年 2 月 12 日

健 康 医 療 課

☎ 72-6129 （ 6602 ）
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○ 趣　　　旨

　ゼロカーボンシティーの実現を図る上では、
ＣО２の排出が避けられない分野も存在し、Ｊ
－クレジットへの期待は今後ますます高まると
見込まれている。本市では、市有林の間伐等、
森林経営活動を通じた森林由来Ｊ－クレジット
を創出するための取組を推進する。

○ 概　　　要

　※Ｊ－クレジットとは
　　省エネルギー設備の導入や適切な森林管理　
　によりＣО２等の吸収量を「クレジット」と　
　して国が認証する制度です。

 【内　容】令和７年度においては、Ｊ－クレ
　　　　　ジット創出に向けて、審査機関に妥
　　　　　当性確認を受けるためのプロジェク
　　　　　ト計画書の作成等を行う。

【事業費】３，０００千円

【財　源】豊かな森のぬくもり基金

8 　森林由来Ｊ－クレジット創出事業

発 表 資 料

令 和 7 年 2 月 12 日

林 業 振 興 課

☎ 72-6134 （ 1281 ）

審議・認証

審議・登録

受理プロジェクト登録申請

認証申請

令
和
７
年
度
実
施

令
和
８
年
度
以
降

林野庁ホームページより

計画

参加条件（方法論適用
条件（森林経営計画に
基づく区域設定等）、
追加性要件）のクリア、
森林所有者等権利保有
者の同意取り付けなど
を行う
プロジェクト計画書の
フォーマットに従って、
計画書を作成する

妥当性確認

登録しようとしている
プロジェクトが、対象
の方法論の適格性基準
を満たしているか、Ｊ
－クレジット制度の要
求事項を満たしている
かを、審査機関がプロ
ジェクト計画書等から
確認する

登録準備
期間

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
登
録

認証対象
期間

（８～16年）

※プロジェクト

を実施し、

クレジットを

創出する期間

モニタリング

吸収量を算定するため
の計測（面積、樹高
等）を行う
計測結果に基づき吸収
量を算定し、「モニタ
リング報告書」を作成
する

プロジェクト計画書に基
づき森林の施業・保護を

実施

検証

モニタリング方法等
が、本制度の規程や
プロジェクト計画に
沿って行われている
かについて、審査機
関による検証

プロジェクト
実施者

審査機関
制度事務局/

認証委員会（国）

ク
レ
ジ
ッ
ト
発
行
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○ 趣　　　旨

　安心安全なまちを目指し、犯罪の減少と抑止のための対策として、防犯カメラの設置等に対して補助金を交付する。

○ 概　　　要

【交付対象】①防犯カメラの設置
　　　　　　　　・行政地区、防犯組合、地域団体等
　　　　　　　　・個人の場合は市内に住所があり市税の滞納がない人
　　　　　　　　　※個人の場合、６５歳以上の者のみの世帯とする
　　　　　　　　　（営利を目的とする事業者等が設置するものは除く）
　　　　　　②防犯機能付電話機の設置
　　　　　　　　・個人の場合は市内に住所があり市税の滞納がない人
　　　　　　　　　※個人の場合、６５歳以上の者のみの世帯とする
　　　　　　③防犯灯の設置（ＬＥＤ型防犯灯のみ）
　　　　　　　　・行政地区、防犯灯組合、地域団体等
　　　　　　　　　※地域運営組織及びその活動区域内に属する行政地区等を除く

【補助額】　①１台につき　１／２（上限：行政地区等２００千円・個人の場合５０千円）
　　　　　　②１台につき　１／２（上限：５千円）
　　　　　　③１灯につき　上限１５千円
　　　　　　　※千円未満の端数は切り捨てる
　　　　　　　※②③における個人の場合は、補助金額分のにーみんポイントを付与する

【事業費】　４，０００千円

【財　源】　住民団体による防犯カメラ設置支援事業費県補助金
　　　　　　ふるさとにいみ応援基金

9 　防犯対策支援事業

発 表 資 料

令 和 7 年 2 月 12 日

交 通 対 策 課

☎ 72-6122 （ 1171 ）
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○ 趣　　　旨

　農作物への被害を及ぼす有害鳥獣の駆除を行う新規狩猟者を確保・育成するため、銃猟及びわな猟の実践的な手法を
習得するための講習会を実施するとともに、銃所持許可の取得に係る費用を助成する。さらに、新規狩猟者が使用する
箱わなの購入費の一部を助成し、担い手の確保・育成と技術向上を図る。

○ 概　　　要

①新規狩猟者講習会：新見地区猟友会に所属する狩猟免許取得５年未満の狩猟者を対象に、安全で効果的な銃猟
　　　　　　　　　　及びわな猟の実施に係る基本講習と併せて、現地でのわなの設置等に関する指導を行う。

　【事業内容】・新規銃猟免許取得者講習会（安全な銃の使い方等に係る講習会）
　　　　　　　・新規わな猟免許取得者講習会（安全で効果的なわな猟の実践的な講習会と現地指導）

　【事業費】　２２７千円

②新規銃所持許可取得費補助：新規の銃所持許可に係る経費のうち、県が交付する助成額（１／２）に上乗せして
　　　　　　　　　　　　　　全額を公費で助成する。
　【事業費】　７２千円

③新規狩猟者捕獲檻購入費補助：わな猟免許取得３年未満の狩猟者を対象に、イノシシ用の箱わなを購入する費用
　　　　　　　　　　　　　　   の一部を助成する。
　【事業費】　５００千円

　【財　源】　①～③とも　一般財源

10 　新規狩猟者確保育成事業

発 表 資 料

令 和 7 年 2 月 12 日

農 業 畜 産 振 興 課

☎ 72-6133 （ 1284 ）
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○ 趣　　　旨

　現在人の手で行っている業務を代替する設備の導入など、省力化に資する事業への補助を中小企業支援事業補助金の
対象事業に追加し、市内事業所における人手不足の解消を図る。

○ 概　　　要

【内　容】　　中小企業支援事業補助金の対象事業に「省力化設備導入事業」を追加し、人手不足の
　　　　　　　解消を図る。

【対象経費】　人手不足を補うための設備の導入経費

【補助額】　　補助対象経費の１／２以内（限度額５００千円）　
　　　　　　　※１事業者１回限り

【申請要件】　設備導入による当該業務の作業時間が１０％以上削減できる見込みであること

【事業費】　　２，５００千円

【財　源】　　一般財源

11 　中小企業支援事業補助金

発 表 資 料

令 和 7 年 2 月 12 日

商 工 観 光 課

☎ 72-6137 （ 1252 ）
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○ 趣　　　旨

　処理センター最終処分場が、当初計画していた埋め立て容量の上限に近づいていることから、次の埋立設備を増設す
る。

○ 概　　　要

【内　容】　平成１９年４月に竣工した処理センター最終処分場の埋立設備が、令和１２年度で埋立完了と
　　　　　　なる計画であることから、次の埋立設備を同センター内に増設する。
　　　　　　令和７年度から順次整備事業を進め、令和１２年度の完成を目指す。

【整備概要】
　　　　　　（１）埋立地　　　　　現施設西側の国有地（国有林）の一部を買収し増設
　　　　　　（２）埋立容量　　　　現敷地を一部拡張し、現在の埋立て容量と同程度の埋立槽を１基整備
　　　　　　（３）令和７年度事業　整備に必要となる用地測量、地質調査及び基本設計

【事業費】　令和７年度　地質調査（ボーリング調査）　  ９,３００千円
　　　　　　　　　　　　用地測量　　　　　　　　　　  ３,９００千円
　　　　　　　　　　　　基本設計　　　　　　　　　　２１,０００千円

【財　源】　循環型社会形成推進交付金
　　　　　　過疎対策事業債

12 　処理センター整備事業

発 表 資 料

令 和 7 年 2 月 12 日

廃 棄 物 処 理 セ ン タ ー

☎ 72-2971 （ 1790 ）
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12 　処理センター整備事業（つづき）

発 表 資 料

令 和 7 年 2 月 12 日

廃 棄 物 処 理 セ ン タ ー

☎ 72-2971 （ 1790 ）
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○ 趣　　　旨

　地方創生テレワーク推進事業を通して出会ったベンチャー企業と連携し、当該企業が持つノウハウを活用した実証事
業を行うことで、企業進出の可能性を探る。また、実証事業は、企業、新見公立大学、市の産学官連携により実施し、
企業及び大学の知見を活かした「福祉のまちづくり」の新たな展開につなげていく。

○ 概　　　要

①　ヘルスケアサービス「STARTWELL」の実証事業
【連携企業】　Nurse and Craft株式会社（本社：広島県呉市／代表取締役：深澤裕之）

【内　容】　　豊永地区の高齢者１３人を被験者とし、連携企業が提供しているヘルスケアサービス「STARTWELL」
　　　　　　　の実証事業を行う。「STARTWELL」は、スマートウォッチを活用した２４時間の身体・行動データ
　　　　　　　のモニタリング、定期的な尿検査キットの提供、月１回の訪問を通じ、利用者の栄養状態の傾向
　　　　　　　を把握し、運動促進や睡眠・栄養改善、社会的交流の創出による高齢者の健康づくりを実現する。

【期　間】　　令和７年３月～５月

②　ショッピングリハビリ体験会
【連携企業】　ショッピングリハビリカンパニー株式会社（本社：島根県雲南市／代表取締役：尾添純一）

【内　容】　　普段デイサービスを利用している人５人に協力していただき、ショッピングリハビリの体験会
　　　　　　　を実施する。本リハビリは、商業施設での買い物を通じて高齢者の身体・認知機能の改善を促す介
　　　　　　　護事業モデルである。当日は市内事業者を招き、体験する様子を見学してもらう。

【日時場所】　令和７年３月１８日（火）１０：００～１２：２０　　サンパーク新見　

【事業費】　　①②合わせて１，２００千円

【財　源】　　デジタル田園都市構想交付金

13 　ベンチャー企業誘致に向けた実証事業

発 表 資 料

令 和 7 年 2 月 12 日

移 住 ・ 定 住 推 進 課

☎ 72-6114 （ 1223 ）
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14 　　　　市制施行２０周年記念事業

発 表 資 料

令 和 7 年 2 月 12 日

秘 書 広 報 課

☎ 72-6190 （ 1226 ）
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14 　　　　市制施行２０周年記念事業（つづき）

発 表 資 料

令 和 7 年 2 月 12 日

秘 書 広 報 課

☎ 72-6190 （ 1226 ）
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11　新見市哲多介護老人保健施設条例の一部を改正する条例

　　条例を制定するもの。

10　新見市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例

　　国の法令改正などに伴い、条例の一部を改正するもの。

７　新見市税条例の一部を改正する条例

　　市税に係る督促状を発送する期限を延長すること及び、国の法令改正に伴い、条例の一部を改正するもの。

８　新見市税外収入金を期限内に完納しない場合における徴収条例の一部を改正する条例

　　市税外収入に係る督促状を発送する期限を延長するため、条例の一部を改正するもの。

９　新見市障害者福祉基金条例

４　新見市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例

５　地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の一部を改正する条例

６　刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例

　 （4～6は同じ理由）国の法令改正に伴い、条例の一部を改正するもの。

　　障がい者が地域社会で自立し、安心して生活できるよう障害者福祉施策に充てる基金を創設するため、新たに

15 　令和７年３月市議会定例会提出案件

発 表 資 料

令 和 7 年 2 月 12 日

総 務 課

☎ 72-6204 （ 1207 ）

２　新見市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例等の一部を改正する条例

　　国の法令改正に伴い、条例の一部を改正するもの。

３　新見市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例

　　国家公務員に準じて、超過勤務の免除の見直しなどに係る規定を整備するため、条例の一部を改正するもの。

付議案件　５２件　うち　条例２９件　予算１８件　その他５件

（条例２９件）

１　組織・機構改革に伴う関係条例の整理に関する条例

　　令和７年４月１日から予定している組織・機構の改編に伴い、条例の一部を改正するもの。
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12　新見市哲西老人福祉施設条例の一部を改正する条例

   （11及び12は同じ理由）食費などの利用料に係る上限額を変更するため、条例の一部を改正するもの。

13　新見市心身障害者医療費給付条例の一部を改正する条例

　　県の心身障害者医療費公費負担制度の改正に合わせ、条例の一部を改正するもの。

14　新見市へき地診療所条例の一部を改正する条例

15　新見市休日診療所条例の一部を改正する条例

　 （14及び15は同じ理由）今後の利用が見込めない施設を廃止するため、条例の一部を改正するもの。

16　新見市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な

　　支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例

17　新見市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に係る基準を定める条例の一部を改正する条例

　 （16及び17は同じ理由）国の法令改正に伴い、条例の一部を改正するもの。

18　新見市立小学校及び中学校条例の一部を改正する条例

　　小学校の統合に伴い、学校名を削除するため、条例の一部を改正するもの。

19　新見市神郷体育施設条例の一部を改正する条例

　　今後の利用が見込めない施設を廃止するため、条例の一部を改正するもの。

20　新見市おおさ源流公園条例の一部を改正する条例

　　利用料金の基準を見直すため、条例の一部を改正するもの。　　

21　新見市ふれあい加工施設条例の一部を改正する条例

　　今後の利用が見込めない施設を廃止するため、条例の一部を改正するもの。

22　新見市美しい森設置条例を廃止する条例

　　老朽化した施設を廃止することとしたため、条例を廃止するもの。

23　新見市建築確認事務等手数料条例の一部を改正する条例

24　新見市長期優良住宅の普及の促進に関する法律関係手数料条例の一部を改正する条例

15 　令和７年３月市議会定例会提出案件（つづき）

発 表 資 料

令 和 7 年 2 月 12 日

総 務 課

☎ 72-6204 （ 1207 ）
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25　新見市都市の低炭素化の促進に関する法律関係手数料条例の一部を改正する条例

26　新見市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律関係手数料条例の一部を改正する条例

　 （23～26は同じ理由）国の法令改正に伴い、条例の一部を改正するもの。

27　新見市公共下水道条例の一部を改正する条例

　　国の法令改正などに伴い、条例の一部を改正するもの。

28　新見市公共下水道事業受益者負担金に関する条例の一部を改正する条例

29　新見市公共下水道事業受益者分担金に関する条例の一部を改正する条例

　 （28及び29は同じ理由）負担金及び分担金に係る督促状を発送する期限を延長するため、条例の一部を改正するもの。

（予算１８件）

１　令和７年度新見市一般会計予算

２　令和７年度新見市診療所特別会計予算

３　令和７年度新見市国民健康保険特別会計予算

４　令和７年度新見市介護保険特別会計予算

５　令和７年度新見市後期高齢者医療特別会計予算

６　令和７年度新見市観光事業特別会計予算

７　令和７年度新見市萬歳財産区特別会計予算

８　令和７年度新見市水道事業会計予算

９　令和７年度新見市下水道事業会計予算

10　令和６年度新見市一般会計補正予算（第８号）

15 　令和７年３月市議会定例会提出案件（つづき）

発 表 資 料

令 和 7 年 2 月 12 日

総 務 課

☎ 72-6204 （ 1207 ）

11　令和６年度新見市一般会計補正予算（第９号）

12　令和６年度新見市診療所特別会計補正予算（第４号）
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13　令和６年度新見市国民健康保険特別会計補正予算（第５号）

14　令和６年度新見市介護保険特別会計補正予算（第４号）

15　令和６年度新見市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）

16　令和６年度新見市観光事業特別会計補正予算（第４号）

17　令和６年度新見市萬歳財産区特別会計補正予算（第１号）

18　令和６年度新見市下水道事業会計補正予算（第３号）

（その他５件）

１　第３次新見市総合計画行動計画（後期）の策定について

２　辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について

３　辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について

４　市道路線の認定について

５　新見市上刑部地域づくりセンターの指定管理者の指定について

15 　令和７年３月市議会定例会提出案件（つづき）

発 表 資 料

令 和 7 年 2 月 12 日

総 務 課

☎ 72-6204 （ 1207 ）

　　法曽地域の事業計画を変更するため、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法

　　律第３条第８項の規定により、議会の議決を求めるもの。

　　 新たに市道として管理するため、道路法第８条第２項の規定により、議会の議決を求めるもの。

　　令和７年４月から新たに指定管理を行う施設について、新見市公の施設指定管理者選定委員会において選定され

　　等に関する条例第５条の規定により、議会の議決を求めるもの。

　　基本構想に示されたまちづくりを実現するための、行政分野ごとの施策・取組の方向性を示すもので、地方自治

　　法第９６条第２項及び新見市議会基本条例第８条第１号の規定により、議会の議決を求めるもの。

　　大佐上刑部地域の事業に辺地対策事業債を充当するため、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特

　　別措置等に関する法律第３条第１項の規定により、議会の議決を求めるもの。

　　た者を指定管理者に指定するため、地方自治法第２４４条の２第６項及び新見市公の施設指定管理者の指定手続
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16 　令和６年度３月補正予算　会計別集計表

発 表 資 料

令 和 7 年 2 月 12 日

財 政 課

☎ 72-6160 （ 1232 ）
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17 　令和６年度　一般会計補正予算（第８・９号）の概要

発 表 資 料

令 和 7 年 2 月 12 日

財 政 課

☎ 72-6160 （ 1232 ）
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学校教育課 学　事　係 指　導　係 学校教育係

生涯学習課 生涯学習係 文化スポーツ係

・新見市学校給食センター 

教育部

・新見市立中央図書館

教育連携推進課 教育連携推進係

観光施設係

移住・定住推進課 定住対策係 ふるさと応援係

教育総務課 庶　務　係 施　設　係

産業部

林業振興課 林業振興係 治　山　係

商工観光課 商工労政係 観光振興係

鳥獣対策係

・和みの郷かなや

健康医療課 親子保健係 健康づくり係 地域医療係

子育て支援課 子育て支援係 こども福祉係

・保育所、認定こども園、こども給食センター

農業畜産振興課 農業畜産係 耕　地　係

地域包括支援センター

税　務　課 収　税　係 市民税係 資産税係

福祉政策推進室

高齢者支援課 高齢者福祉係 介護保険係 介護認定調査係

福　祉　課 生活支援係 障害者福祉係 社会援護係健康福祉部

協働推進係

環　境　課 環境政策係 衛　生　係

・廃棄物処理センター、処理センター

市民生活部

交通対策課 交通企画係 生活安全交通係

契約検査課 入札契約係 検査係

市　民　課 市　民　係 国保年金係

デジタル推進係

秘書広報課 秘　書　係 広　報　係

総合政策課 企画政策係 行政改革推進係

財　政　課 財　政　係

情報政策課 情報管理係 情報通信係

18 　令和７年度新見市組織図（抜粋）

総務部 総　務　課 総　務　係 人　事　係 管　財　係

危機管理室

発 表 資 料

令 和 7 年 2 月 12 日

行 政 改 革 推 進 課

☎ 72-7760 （ 1341 ）
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農 業 委 員 会 事　務　局

農 業 委 員 会 事　務　局 監 査 委 員 事　務　局

監 査 委 員 事　務　局 選挙管理委員会 事　務　局

教育連携推進課 教育連携推進係
議 　　　　　 会 事　務　局

選挙管理委員会 事　務　局 議 　　　　　 会 事　務　局

生涯学習課 生涯学習係 文化スポーツ係
生涯学習課 生涯学習係 文化スポーツ係

・新見市立中央図書館
・新見市立中央図書館

学校教育課 学　事　係 指　導　係 学校教育係
学校教育課 学　事　係 指　導　係 学校教育係 ＩＣＴ教育推進係

教育委員会 教育長 教育部
教育総務課 庶　務　係 施　設　係

教育総務課 庶　務　係 施　設　係
・新見市学校給食センター 

・新見市学校給食センター 

会計管理者 出　納　室
会計管理者 出　納　室

教育委員会 教育長 教育部

消　防　署 大佐分署 神郷分署 哲多分署 哲西分署
消　防　署 大佐分署 神郷分署 哲多分署 哲西分署

危険物係
予　防　課 予防指導係 危険物係

警　防　課 警　防　係
警　防　課 警　防　係

消防本部
消防本部

総　務　課 庶　務　係 消防団係
総　務　課 庶　務　係 消防団係

予　防　課 予防指導係

哲西支局 地域振興課 市民福祉係 産業建設係
哲西支局 地域振興課 市民福祉係 産業建設係

哲多支局 地域振興課 市民福祉係 産業建設係
哲多支局 地域振興課 市民福祉係 産業建設係

神郷支局 地域振興課 市民福祉係 産業建設係
神郷支局 地域振興課 市民福祉係 産業建設係

新見支局 　(総務部総合政策課が兼務）

大佐支局 地域振興課 市民福祉係 産業建設係
大佐支局 地域振興課 市民福祉係 産業建設係

国土調査係

都市整備課 住　宅　係 街路・区画整理係 建　築　係 都市整備課 住　宅　係

下水道課 管　理　係 工　務　係 下水道課 管　理　係 工　務　係

街路・区画整理係 建築係

上水道課 管　理　係 工　務　係 上水道課 管　理　係 工　務　係

観光振興係 観光施設係
林業振興課 林業振興係 治　山　係

農業畜産係 耕　地　係 鳥獣対策係

建設部 建設部建　設　課 維持管理係 工　務　係 国土調査係

移住・定住推進課 定住対策係 ふるさと応援係
商工観光課 商工労政係 観光振興係 観光施設係

建　設　課 維持管理係 工　務　係

子育て支援課 子育て支援係 こども福祉係
健康医療課 親子保健係 健康づくり係 地域医療係

・保育所、認定こども園、こども給食センター

産業部
林業振興課 林業振興係 治　山　係

農業畜産振興課 農業畜産係 耕　地　係

子育て支援課 子育て支援係 こども福祉係

産業部・保育所、認定こども園、こども給食センター 農業畜産振興課

鳥獣対策係

商工観光課 商工労政係

高齢者支援課 高齢者福祉係 介護保険係 介護認定調査係 地域包括支援センター
健康医療課 親子保健係 健康づくり係 地域医療係

・和みの郷かなや　

健康支援
担当部長

高齢者支援課 高齢者福祉係 介護保険係 介護認定調査係 地域包括支援センター
福　祉　課 福祉政策係 生活支援係 障害者福祉係

・和みの郷かなや

障害者福祉係 社会援護係

交通対策課 交通企画係 生活安全交通係 福祉政策推進室

収　税　係 市民税係 資産税係

環　境　課 環境政策係 衛　生　係

健康福祉部・廃棄物処理センター、処理センター 福　祉　課 生活支援係

行政改革推進課 行政改革推進係
交通対策課 交通企画係 生活安全交通係

福祉部 市　民　課 市　民　係 国保年金係 税　務　課

環　境　課 環境政策係 衛　生　係
契約検査課 入札契約係 検査係

・廃棄物処理センター、処理センター

市　民　係 国保年金係 協働推進係
情報政策課 情報管理係 デジタル推進係

税　務　課 収　税　係 市民税係 資産税係

市民生活部 市　民　課

情報通信係 デジタル推進係

財　政　課 財　政　係 契約検査課 入札契約係 検査係

大学連携推進室 財　政　課 財　政　係

移住・定住推進課 定住対策係 ふるさと納税係 情報政策課 情報管理係

広　報　係

総合政策課 企画政策係 協働推進係 総合政策課 企画政策係 行政改革推進係

危機管理室 危機管理室

秘書広報課 秘　書　係 広　報　係 秘書広報課 秘　書　係

人　事　係 管　財　係 総　務　課 総　務　係 人　事　係 管　財　係

                                  令和６年度　新 見 市 組 織 図                                  令和７年度　新 見 市 組 織 図

市　長 副市長 総務部 市　長 副市長 総務部総　務　課 総　務　係
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